
事 務 連 絡  

平成 31 年４月 17 日  

 

各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課 

各都道府県教育委 員会専修学校各種学校主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課 

文 部 科 学 大 臣 所 轄 各 学 校 法 人 担 当 課 御中 

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 担 当 課  

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 12 条 第 １ 項 の 認 定 を 

受 け た 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課 

独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

 

 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

文部科学省高等教育局高等教育企画課 

 

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の円滑な施行について 

 

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律（平成30年法律第99号）」

が平成 30年 12 月 8 日に成立、同年 12 月 14 日に公布され、即位の日及び即位礼正殿の儀が行われ

る日が休日（祝日の扱い）となりました。この度、本法律の円滑な施行に向けて、内閣府において

概要パンフレットが作成され、別紙のとおり周知等への協力依頼がありましたのでお知らせします。 

 

なお、本法律の施行により、本年 4月 27 日から 5月 6日まで、土曜日、日曜日を含めて最大 10

連続の休日となりますが、本法律の附帯決議において、「新年度を迎えた直後の学生、生徒、児童及

び園児が長期間にわたる休日により心身に影響を被る可能性に十分留意し、これらの者の心身の健

康が保たれるよう、関係機関の連携協力により適切な対応が取られること。」とされています。この

附帯決議の趣旨も踏まえ、各学校等において、児童生徒等に対し、連休中の健康確保や連休明けの

登校について呼びかけたり、連休明けの児童生徒等の心身の状況の変化に注意したりするなど、児

童生徒等の心身の健康の保持に向けた適切な対応が図られるよう御配慮をお願いします。 

 

各都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては、所管の学校（専修学校・各種学校を含む。

以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会担当課に対して、各都道府県私立学校主管課におかれ

ては、所轄の学校法人及び学校に対して、各国公立大学法人担当課、大学又は高等専門学校を設置

する各地方公共団体担当課、文部科学大臣所轄各学校法人担当課及び大学を設置する各学校設置会

社担当課においてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）

第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会

社等及び学校に対して、独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局担当課においては所管の学

校に対して、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては、所管の認定こども

園及び域内の市区町村認定こども園主管課に対して、適宜周知されるようお願いします。 

 

（参考ＵＲＬ） 

・「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の概要」 

 https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/about/gaiyou/syouchoukaigi.html 



 

【本件照会先】 
（本事務連絡全般について） 
○初等中等教育局 

初等中等教育企画課企画係 

03－5253－4111(内線 2589) 

 

（児童生徒等の健康確保について） 

○初等中等教育局 

健康教育・食育課保健指導係 

03－5253－4111(内線 2918) 

 

（専修学校・各種学校について） 

○総合教育政策局 

生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第一係 

03－5253－4111(内線 2939) 

 

（大学・高等専門学校について） 

○高等教育局 

 高等教育企画課法規係 

 03－5253－4111(内線 2482) 

 

 








